
（概要版）

栗林公園施設長寿命化計画

令和 8 年 4 月

香川県 交流推進部　栗林公園観光事務所



１． 都市公園整備状況

（ 年 3

２．計画期間（西暦） 〔 10

３．計画対象公園

（1）種別別箇所数

（2）選定理由

４．計画対象公園施設

（1）対象公園施設数

（2）これまでの維持管理状況

令和8 月末時点）

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

1 16.20 ha 0.18 ㎡

2026 年度～ 2035 年度（ 箇年）〕

合計

0 0 0 0 0 0 1 0 0

風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他街区 近隣 地区 総合 運動 広域

便益施設

83 20 91 0 0 24 23

0 0 0 1

平成28 年3 月に公園施設長寿命化計画を策定して以降重要性が高くかつ老朽化の顕著
であった栗林公園について、長寿命化計画を早急に見直し策定する必要があった。

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

764 0 7 1,012

教養施設

県が直営で管理し、栗林公園観光事務所の造園課が主体となり、日常管理から改築・
改修を手掛けている。

備考） 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述



（3）選定理由

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

健全度判定
備考

A B C D

対象とした都市公園の全公園施設を対象とした。

公園を対象として予備調査および健全度調査を実施した。
始めに全公園施設を対象とした予備調査を行い、公園台帳や過年度報告書に記載され
る施設種類および施設数を確認し、現地と整合した施設リストを作成した。
健全度調査では、公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改定版】と県の管理方針を
踏まえて、事前に健全度調査を行う予防保全型管理候補施設を抽出して調査を実施し
た。健全度調査の実施に当たっては、下記の専門技術者により点検を行った。
①土木・造園施工管理技士等による一般施設の健全度調査
②建築士による建築物の調査

（施設）

-

ｃ．土木構造物 38 6 24 7 1 -

ａ．一般施設 933 44 887 2 0

-

ｂ．遊具等 - - - - - -

ｄ．建築物 41 11 17 13 0

備考） 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述



６．対策の優先順位の考え方

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

対策の優先順位は、健全度判定および施設重要度から緊急度を設定（高・中・低の３
段階）し、これに基づくこととした。
健全度判定D の施設は緊急度高に分類する。
健全度判定C の施設については、緊急度中に分類した。
健全度判定A、B の施設については、緊急度低に分類した。

（施設）

緊急度判定

高 中 低

ａ．一般施設 933 0 2 931

ｃ．土木構造物 38 1 7 30

ｄ．建築物 41 0 13 28

ｂ．遊具等 - - - -

備考） 個別施設の健全度調査結果や、各都市公園の周辺地域における将来人口、年齢構成
の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリアの
立地適正化計画上の位置づけ等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述



７．対策内容と実施時期

（1）日常的な維持管理に関する基本的方針

（2）公園施設の長寿命化のための基本方針

備考） 点検調査により把握した健全度や、各都市公園の周辺地域における将来人口、年齢
構成の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリ
アの立地適正化計画上の位置づけ等を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的
な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・撤去・更新、その他必要な対策
（複数の公園を対象とした再編・集約化の検討等）について、講ずる措置の内容や
実施時期を記述）

現場作業は県職員と香川県観光協会高松支部が行っている。（業務委託）。
庭師として、県職員９名、香川県観光協会高松支部職員７名（計１６名）で主に松の
剪定に従事。
管理体制は、南庭班（剪定等）、北庭班（剪定等）、専門技術班（薬剤散布等）、管
理班（草刈り、竹垣更新等）、営繕班（修繕等）で構成。
建築系の定期点検は、1回/4年行っている。
GISを利用して施設の維持管理の適正化を図る。

備考） 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基
本的な方針を記述
新技術の活用を踏まえた維持管理に関する基本的な方針を記述

【予防保全型管理候補施設】
・ 劣化や損傷が進み、緊急度を「高」や「中」と設定した公園施設に対する長寿命
化のための補修、もしくは更新を行う。
・ 「健全度（劣化）ランクB」以上を維持することを目標とする。
・ 予防保全型管理として、公園施設の日常的な維持保全に加え、日常点検、定期点
検の場を活用した定期的な健全度調査を行う。
・ 毎年の法令点検等を行う設備以外の公園施設については、5 年に1 回以上の健全度
調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

【事後保全型管理候補施設】
・ 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園
施設の機能の保全と安全性を維持する。
・ 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う（基本的に使用
見込み期間での更新は行わず、健全度（劣化）判定「D」の手前で更新を検討する）。



８．追加要件に対する取り組み

（2）公園の再編・集約について

（出典：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院））

香川県内の県立公園は、それぞれ固有の歴史的背景や地域特性、自然環境、利用目的
を踏まえて整備されてきたものであり、公園ごとに異なる役割や位置づけが存在して
いる。
そのため、単純に再編や集約を行うことは、以下の点から望ましくない。
1.各公園が果たす役割の多様性が失われる
　県立公園は、自然保全、文化財の保護、レクリエーション、地域振興など、それぞ
れが異なる目的を担っている。再編・集約により役割が画一化されると、これらの多
様な価値を十分に発揮できなくなる可能性がある。
2.地域ごとの利用ニーズへの対応が困難になる
　公園は地元住民の生活環境や観光資源とも密接に結びついている。各地域のニーズ
や利用実態に応じた公園運営が求められる中で、拠点の統合は地域性の反映を弱め、
使い勝手の低下を招くおそれがある。
3.自然環境・文化資源の適切な保全に支障が出る可能性
　公園ごとに保全すべき自然環境や景観、文化的資源は異なる。再編によって管理体
制が一元化されると、個別課題に応じたきめ細かな保全が難しくなる可能性がある。

香川県の県立公園位置図
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 【香川県の県立公園位置図】
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香川県の県立公園の概要一覧

（写真：HP等より引用）



（2）新技術の活用

① 地理情報システム（GIS）を活用した維持管理の効率化

② ドローン等による点検手法の効率化

・背景・課題

・ドローン等活用による点検の効率化

・ドローン等活用の安全性の向上

栗林公園内の伝統的な建物

商工奨励館（本館） 便所（講武榭）

ドローンによる屋根点検イメージ

（秋田県ドローン協会ＨＰより）

施設の維持管理において、今後、地理情報システム（GIS）を活用することによ
り、各施設の位置情報・数量・健全度・修繕の履歴等を空間的に把握・一元管理す
ることが可能になり維持管理業務の効率化を図ることが可能となる。

本公園には伝統的な建築物が多く、茅葺屋根や瓦屋根等屋根勾配が急であったり、
文化的価値より直接接触することが望ましくない箇所に対して、従来点検では、足
場設置や高所作業車の必要性や作業員の転落リスクが考えられる。

特に屋根部は勾配が急で点検範囲も広く、従来手法では部分的な確認にとどまるこ
とが多かったが、ドローンにより屋根全体を短時間で俯瞰的に確認することが可能
となる。
また、撮影した画像・映像を記録として保存することで、経年変化の比較や補修計
画の検討に活用でき、点検業務全体の効率化に寄与する。文化財的価値の高い建築
物に直接立ち入らないため、瓦の破損や部材への接触といった二次的な損傷リスク
の低減にもつながる。
従来必要であった足場の設置や高所作業を省略できるため、点検準備および作業時
間を大幅に短縮できるためコスト縮減を図ることができる。

ドローン点検では、作業員が地上から遠隔操作で確認を行うため、高所作業等を回
避でき、作業時の安全性が大きく向上する。



９．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

10．計画全体の長寿命化対策の実施効果

公園施設のうち一般施設については、健全度調査の結果から判断し、適切な更新や
補修を計画した。
ライフサイクル縮減効果に応じた管理類型に分類することで『659 千円』の縮減効果
（単年度あたり）が見込まれる。
また、重要度と緊急度が高いものについては急を要するが、出来る限り費用が単年に
集中しないよう更新と補修時期を分散することで、財政面の平準化を図る計画を作成
した。

健全度調査結果は５に記載のとおりである。
長寿命化に向けた具体的対策については、緊急度「高」の施設は、撤去更新もしくは
修繕を行い、緊急度「中」「低」の施設は、対策が必要な施設を選定し、健全化対策
として撤去更新もしくは修繕を行う。
対策内容・時期については、傷みや老朽化が著しい掬月亭の改修を優先的に取り組む
こととし、2026（R8）年度～2027（R9）年度の改修を想定するが、その他の施設につ
いては健全度調査結果を踏まえ、適宜対応する。


